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1  刑事実体法と刑事手続法
2  刑事手続の流れ

《今回の予定》

第1回 刑訴法の基本

　みなさん、こんにちは。これから19回の講義を通して刑訴法の入門編を勉
強していきます。第 1回目は、そもそも「刑事訴訟法」とは何かについてお
話しします。

 1  刑
けい

事
じ

実
じっ

体
たい

法
ほう

と刑
けい

事
じ

手
て

続
つづき

法
ほう

　犯罪と刑罰に関する法分野として刑
けい
事
じ
法
ほう
がありますが、刑法が刑事実体法で

あるのに対し、刑訴法は刑事手続法であるといわれています。
　ではここで、「実体」と「手続」とは、何を意味していると思いますか？
　わかりやすいように、料理を例にとって説明してみましょう。というのも、
料理も、実体と手続を区別することができるからです。料理の「実体」とは、
料理に必要な食材・道具・料理人とできあがった料理そのものです。料理を作
るための要件（食材・道具など）と効果（できあがった料理）のことです。それに
対して、料理を作るためには一定の作業が必要です。この作業（食材などを買
いに行くことから始まり、料理を作り上げるまでの全過程）が料理の「手続」
です。 1つの料理を完成させる
ために、この「実体」と「手続」
はどちらも欠かせません。

実体

手続

…… 作成物の要件と効果のこと

…… 作業の手順や準備のこと
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第

回

刑
訴
法
の
基
本

1
　刑事法においても事情は同じです。すなわち、刑事実体法と刑事手続法に区
別でき、どちらも必要です。次のケースを見てください。

 Aは、通りを歩いていたところ、背後から何者かに石をぶつ
けられ、怪我を負った。

CASE 1

　このケースで、「何者か」に成立する犯罪は何だと思いますか？
　もし暴行の故意で石をぶつけたのであれば傷害罪、過失にとどまるのであれ
ば過失傷害罪、過失すらないのであれば無罪となりますね。
　このように、行為者にそもそも犯罪が成立するか、成立するとすれば何罪が
成立するのかをテーマとするのが「刑事実体法」であり、その代表が「刑法」
です。刑事実体とは犯罪の要件と効果のことですから、それらについて書かれ
た法を刑事実体法といいます（刑法のほかに、軽犯罪法や暴力行為等処罰に関
する法律などがあります）。
　しかし、刑事実体法だけでは、事件は解決しません。先ほど例に挙げた料理
も、一連の手順について決めておく必要があるように、刑事法においても、犯
人を捕まえ、有罪か無罪かの結論まで持っていく手順を決めておかなければな
りません。刑法が犯罪として定める行為が本当に行われたのか、そして、犯人
が誰であるのかを確認する必要があります。そのための手続を刑事手続といい、
その内容を定めたのが「刑事手続法」であり、その代表が「刑事訴訟法」とい
うわけです。
　刑事実体法と刑事手続法は、車の両輪のような関係にあり、刑事事件の解決
にはどちらも欠かせないのです。

●  刑事実体法とは、犯罪の要件（構成要件など）と効果（刑罰など）
が規定された法律をいう。  刑法

●  刑事手続法とは、犯人と疑われる者について白黒をつけるため
の一連の手続について規定された法律をいう。  刑訴法

●  刑事手続とは、犯罪事実及び犯人を確認するための手続をいう。
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 2  刑事手続の流れ

▲

全体像
　何らかの犯罪が発生し
た場合、その犯人を明ら
かにし、犯罪の事実を確
定し、科すべき刑罰を決
める一連の手続を刑事手
続というわけですが、刑
事手続の典型的流れは、
捜査の段階と公

こう
判
はん
（裁判）

の段階に大きく分けるこ
とができます。そして、
この 2つをつなぐのが公

こう

訴
そ
（起

き
訴
そ
）の手続であり、

起訴がなされなければ裁
判は行われません。ここ
では、成人が、窃盗罪や
強盗罪といった罪を犯した場合の通常の刑事手続について簡単に説明します。

▲

警察の捜査手続
　刑事手続の第 1段階は「捜査」です。そして、捜査の主役は通常、警察官
です。ここでは、「捜査の端緒」→「捜査の実行」（被疑者の特定、証拠の発見・
収集など）→「検察官への事件送

そう
致
ち
」という大きな流れで進みます。

▲

公訴（起訴）
　検察官は、自らも必要な補充的な捜査をした上で、被疑者を起訴するか（公
訴の提起）、起訴しないか（不

ふ
起
き
訴
そ
処
しょ
分
ぶん
）を決めます。被疑者を起訴する権限は

検察官だけに与えられており、警察を含めたその他の機関や一般私人が起訴す
ることはできません。このように起訴する権限を検察官に独占させることを起

き

捜査手続

公訴（起訴）

判決

公判手続

検
察
庁

警
察

裁
判
所

勾
留
期
間

・捜査の端緒
・捜査の実行
・事件送致

送致

犯罪発生
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第

回

刑
訴
法
の
基
本

1
訴
そ
独
どく
占
せん
主
しゅ
義
ぎ
あるいは国

こっ
家
か
訴
そ
追
つい
主
しゅ
義
ぎ
といいます（刑訴法247条）。

　また、検察官は、自らの判断で被疑者を起訴するかしないかを決めることが
でき、これを起

き
訴
そ
便
べん
宜
ぎ
主
しゅ
義
ぎ
といいます（刑訴法248条）。たとえば、犯罪を立

りっ
証
しょう

するだけの証拠がない場合や、犯罪の立証は可能でも罪が軽く、被疑者が十分
に反省しているなどの事情がある場合には、不起訴とすることができます（後
者の場合を起

き
訴
そ
猶
ゆう
予
よ
といいます）。

　起訴を境として、手続は「公判」の段階に移り、被疑者は「被告人」と呼ば
れるようになります。

▲

公判手続
　法廷において裁判が行われる最初の日（＝第 1回公判期日）は、人

じん
定
てい
質
しつ
問
もん
（裁

判所が、被告人が人違いでないかを確認する作業）、起訴状の朗読などの冒頭
手続を経て、証拠調べの段階に進みます。
　証拠調べ手続では、裁判官は、犯罪事実が認められるか（＝有罪）、認められ
ないか（＝無罪）、有罪だとすればどのような刑罰をどの程度科すべきか（量

りょう
刑
けい
）

の判断を固めていきます。

《まとめ》

●「刑法」は刑事実体法に属し、「刑事訴訟法」は刑事手続法に
属する。

●刑事手続は、捜査手続 → 公訴（起訴） → 公判手続 → 判決
の順に進む。

第 1  回
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